
宗教法人規則認証手続きの流れ
（宗教法人法（昭和26年法律第126号）による）

宗教団体
（３年程度の活動実績が必要）

○設立発起人会の議決
　（設立会議の議決）
○包括宗教団体の承認
　（包括宗教団体がある場合）

【公告（規則案の要旨）】
信者その他の利害関係者

（県への認証申請の１か月前）

○包括団体への事前相談
○県への事前相談及び申請に必要
　な書類の受け取り

⑤認証書、認証規則及びこれらの謄本
交付

設立登記
（認証から２週間以内）

県に規則認証申請

県に設立届
（登記後遅滞なく）

【福島県の手続き】
（標準処理期間３か月）

①添付書類の有無等の審査
②受理通知
③審査
④規則認証


